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一
、
は
じ
め
に

　

王
充
の
人
間
観
、
と
く
に
性
説
に
つ
い
て
は
、
性
の
固
定
性
を
述
べ
て
い
る

と
さ
れ
る
本
性
篇
を
中
心
に
し
た
多
く
の
研
究
が
あ
る

（
１
）

。
し
か
し
、
『
論
衡

（
２
）

』

に
は
、
明
確
に
性
の
可
変
性
を
述
べ
て
い
る
率
性
篇
も
存
在
し
、
両
者
の
ど
の

よ
う
に
整
合
的
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
佐
藤
匡
玄
氏
は
、
王
充
の

思
想
に
お
い
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
命
が
不
変
で
あ
る
の
に
対
し
、
性
は
可
変

的
で
あ
り
、
可
変
の
た
め
の
後
天
的
努
力
を
必
要
と
し
た
と
い
う

（
３
）

。
戸
川
芳
郎

氏
・
周
桂
鈿
氏
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
取
る

（
４
）

。
対
し
て
、
山
花
哉
夫
氏
は
、
率

性
篇
と
本
性
篇
の
性
に
対
す
る
矛
盾
に
重
き
を
お
い
て
考
察
し
、
人
為
的
行
為

の
有
効
性
を
あ
る
程
度
認
め
て
い
た
立
場
か
ら
、
人
間
の
主
体
性
を
全
く
認
め

な
い
立
場
に
変
化
さ
せ
た
と
す
る

（
５
）

。

　

上
記
し
た
研
究
は
、
そ
れ
だ
け
み
れ
ば
王
充
は
固
定
性
の
み
を
主
張
し
て
い

る
と
見
ら
れ
か
ね
な
い
本
性
篇
だ
け
で
な
く
、
率
性
篇
を
合
わ
せ
て
性
に
つ
い

て
考
え
た
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
性
篇
で

明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
性
三
品
説
（
人
間
を
上
智
・
中
人
・
下
愚
の
三
に
区

分
し
、
上
智
と
下
愚
は
移
ら
ず
、
中
人
の
み
上
智
の
教
化

4

4

に
従
い
移
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
思
想
）
を
忽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く

「
斯
れ
蓋
し
性
を
変
じ
て
悪
を
し
て
善
と
為
ら
し
む
る
の
明
効
な
り
（
率
性
篇
）
」

と
い
う
記
述
が
、
性
三
品
説
と
合
わ
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

王
充
は
下
愚
を
単
な
る
悪
で
は
な
く
、
「
極
悪
」
と
し
て
い
る
の
で
、
矛
盾
す

る
こ
と
は
な
い
。
実
際
に
森
三
樹
三
郎
氏
は
、
王
充
が
性
三
品
説
を
基
底
と
し

て
い
る
と
し
、
中
性
の
状
態
に
あ
る
中
人
が
教
化
に
よ
り
善
悪
に
可
変
す
る
可

能
性
を
認
め
て
い
る

（
６
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
教
化
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
言

及
し
て
お
ら
ず
、
王
充
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
た
先
行
研
究
全
体
か
ら
み
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
少
数
派
で
あ
る

（
７
）

。
ま
た
、
山
花
氏
は
、
率
性
篇
と
本

性
篇
に
先
後
関
係
を
認
め
る
。
氏
の
説
は
魅
力
的
で
あ
り
、
『
論
衡
』
と
い
う

書
物
の
一
貫
性
よ
り
も
時
間
の
推
移
に
よ
る
思
考
の
変
化
を
前
提
と
し
た
先
後

関
係
を
承
認
す
れ
ば
、
無
謬
の
も
の
と
し
て
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
そ
う
考
え

る
に
は
根
拠
が
薄
弱
で
あ
り

（
８
）

、
本
性
篇
と
率
性
篇
に
は
教
化
と
い
う
一
貫
し
た

論
理
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
従
い
難
い
。
こ
れ
ら
踏
ま
え
本
稿
で
は
、

ま
ず
本
性
篇
と
率
性
篇
の
記
述
を
検
討
し
、
王
充
の
性
説
の
根
底
に
は
性
三
品

説
が
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
、
孔
子
（
経
典
）
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の
「
聖
教
」
に
浴
し
、
性
を
善
に
向
け
て
い
く
代
表
と
さ
れ
る
儒
生
が
、
実
は

『
論
衡
』
で
は
全
否
定
の
対
象
で
は
な
い
も
の
の
、
決
し
て
肯
定
的
評
価
の
対

象
で
は
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
立
脚
点
に
し
て
、
王
充
は
「
聖
教
」
に
浴
す

以
外
に
、
聖
主
の
徳
に
よ
る
教
化
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
最
後

に
、
そ
れ
は
『
論
衡
』
に
み
え
る
頌
漢
論
か
ら
看
取
で
き
る
こ
と
を
述
べ
る
こ

と
と
す
る

（
９
）

。

　
　
　
　

 

二
、
本
性
篇
と
率
性
篇
と
儒
生
と

【
資
料
一
】
…
…
人
の
善 

善
に
因
り
、
悪
も
亦
た
悪
に
因
る
、
初
め
天
然

の
姿
を
稟
け
、
純
壱
の
質
を
受
く
、
故
に
生
ま
れ
て
兆 

見
れ
、
善
悪 

察

す
可
し
。
❶

善
悪
に
分
つ
無
く
、
推
移
す
可
き
者
、
中
人
と
謂
ふ
な
り
、

不
善
不
悪
に
し
て
、
教
を
須
ち
て
成
る
者
な
り
。
…
…
❷

夫
れ
中
人
の
性
、

習
ふ
所
に
在
り
、
善
に
習
ひ
て
善
と
為
り
、
悪
に
習
ひ
て
悪
と
為
る
な
り
。

極
善
極
悪
に
至
り
て
は
、
復
た
習
ふ
に
在
る
に
非
ず
、
故
に
孔
子
曰
く
、

「
惟
だ
上
智
と
下
愚
の
み
移
ら
ず
」と
。
性
に
善
不
善
有
り
、
聖
化
賢
教
も
、

復
た
移
易
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
（
本
性
篇

）
10
（

）
。

 
 
 
 

【
資
料
二
】
余 

固
よ
り
以
へ
ら
く
孟
軻 

人
性
は
善
と
言
ふ
者
、
中
人
よ

り
以
上
の
者
な
り
。
孫
卿 

人
性
は
悪
と
言
ふ
者
、
中
人
よ
り
以
下
の
者

な
り
。
楊
雄 

人
性
は
善
悪 

混
る
と
言
ふ
者
、
中
人
な
り
。
若
し
経
に
反

す
も
道
に
合
せ
ば
、
則
ち
以
て
教
を
為
す
可
し
。
性
の
理
を
尽
く
す
は
、

則
ち
未
だ
し
き
な
り
（
本
性
篇

）
11
（

）
。

　

【
資
料
一
】
に
よ
れ
ば
、
❶
「
善
悪
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
推
移
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
中
人
で
あ
り
、
彼
ら
は
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
教
化

に
よ
り
性
を
完
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
❷
「
中
人
の
性
は
、
習
う

と
こ
ろ
に
関
鍵
が
あ
り
、
善
に
習
え
ば
善
に
な
り
、
悪
に
習
え
ば
悪
に
な
る
。

極
善
極
悪
の
人
は
、
習
う
と
こ
ろ
は
関
係
な
い
、
だ
か
ら
孔
子
は
、
「
上
智
と

下
愚
の
み
移
ら
な
い
の
だ
」
と
い
う
。
性
に
も
善
不
善
が
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ

ば
聖
賢
の
教
化
で
も
、
移
し
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
。
ま
た
、【
資

料
二
】
は
、
中
人
を
善
悪
が
混
じ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
【
資
料
一
】
❶
「
善

悪
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
「
中

人
の
性
中
に
は
、
善
悪
の
因
素
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
善
そ
の
も
の
で
も
、

悪
そ
の
も
の
で
も
な
い
」
と
見
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

【
資
料
三
】
人
の
性
を
論
ず
る
に
、
定

か
な
ら

ず
善
有
り
悪
有
り
。
其
の
善
な
る
者
、

固
よ
り
自
づ
か
ら
善
な
り
。
其
の
悪
な
る
者
、
故
に
教
告
率
勉
し
て
、
之

を
し
て
善
と
為
さ
し
む
可
し
。
凡
そ
人
の
君
父
、
臣
子
の
性
を
審
観
す
る

に
、
善
な
れ
ば
則
ち
養
育
勧
率
し
、
悪
に
近
づ
か
し
む
無
し
。
悪
な
れ
ば

則
ち
輔
保
禁
防
し
、
善
に
漸
め
し
む
。
善
は
悪
に
漸
め
ら
れ
、
悪
は
善
に

化
せ
ら
れ
、
性
行
を
成

な

為
す
（
率
性
篇}12

{

）
。

 
 
 
 

【
資
料
四
】
孔
門
の
弟
子
た
る
七
十
の
徒
、
皆 

卿
相
に
任
ず
る
の
用
あ
り
、

聖
教
に
服
し
、
文
才 

雕
琢
せ
ら
れ
、
知
能
十
倍
す
る
は
、
教
訓
の
功
に

し
て
漸
漬
の
力
な
り
。
未
だ
孔
子
の
門
に
入
ら
ざ
る
時
、
閭
巷
の
常
庸
に

し
て
奇
無
し
。
其
の
尤
も
甚
だ
不
率
な
る
者
、
唯
だ
子
路
の
み
な
り
。
世

に
称
す
る
に
、
子
路
は
恒
無
き
の
庸
人
に
し
て
、
未
だ
孔
門
に
入
ら
ざ
る

時
、
雞
を
戴
き
豚
を
佩
び
、
勇
猛
に
し
て
礼
無
し
。
誦
読
の
声
を
聞
け
ば
、

雞
を
揺
が
し
豚
を
奮
ひ
、
脣
吻
の
音
を
揚
げ
、
賢
聖
の
耳
を
聒

か
ま
び
すし

く
し
、
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悪 

至
り
て
甚
し
。
孔
子 

引
き
て
之
を
教
へ
、
漸
漬
磨
礪
し
、
闓
導
牖
進

す
る
や
、
猛
気 

消
損
し
、
驕
節 

屈
折
し
、
卒
に
政
事
を
能
く
し
、
序
は

四
科
に
在
り
。
❶

斯
れ
蓋
し
性
を
変
じ
て
悪
を
し
て
善
と
為
ら
し
む
る
の

明
効
な
り
（
率
性
篇

）
13
（

）
。

 
 
 
 

【
資
料
五
】
「
賜 
命
を
受
け
ず
し
て
、
而
し
て
貨
殖
す
」
と
。
賜 

本
よ
り

天
の
富
命
を
受
け
ず
し
て
、
貨
財
積
聚
し
、
世
の
富
人
と
為
る
所
以
の
者

は
、
貨
殖
の
術
を
得
れ
ば
な
り
。
夫
れ
其
の
術
を
得
る
も
の
す
ら
、
命
を

受
け
ず
と
雖
も
、
猶
ほ
自
ら
饒
富
を
益
す
。
❷

性
悪
の
人
も
、
亦
た
天
の

善
性
を
稟
け
ず
と
も
、
聖
人
の
教
を
得
れ
ば
、
志
行

変
化
せ
ん
（
率
性
篇

）
14
（

）
。

 
 
 
 

　

上
に
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
性
の
可
変
性
で
あ
る
。
善
な
る
も
の
は
悪
に
、
悪

な
る
も
の
は
善
に
な
り
、
悪
か
ら
善
に
変
わ
っ
た
事
例
と
し
て
子
路
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
（
❶
）
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
下
愚
の
絶
対
悪
性
が
変

化
し
た
り
、
上
智
の
絶
対
善
性
が
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
【
資
料
一
】
❷
と
【
資
料
五
】
❷
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
王
充
に
と
っ

て
の
下
愚
は
、
極
悪
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
悪
は
決
し
て
改
変
で
き
な
い
も
の

で
は
な
い
。
先
に
「
中
人
の
性
中
に
は
、
善
悪
の
因
素
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ

は
善
そ
の
も
の
で
も
、
悪
そ
の
も
の
で
も
な
い
」
と
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
中
人
を
指
す
の
で
あ
り
、
極
悪
で
な
く
、
た
ん
な
る
悪
に
留
ま
る
の
で
あ
れ

ば
、
❷
に
言
う
よ
う
に
、
聖
人
の
教
化
を
受
け
れ
ば
、
志
行
が
変
化
し
善
に
向

か
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
王
充
か
ら
み
れ
ば
、
性
悪
の
人
は
中
人
と
は

言
え
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
が
た
ん
な
る
悪
に
留
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
教
化
可
能

な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

翻
っ
て
、
【
資
料
一
】
「
聖
化
賢
教
」
・
【
資
料
二
】
「
以
て
教
を
為
す
べ
し
」
・

【
資
料
三
】
「
教
告
率
勉
」
・
【
資
料
四
】
「
聖
教
」
・
【
資
料
五
】
「
聖
人
の
教
」
を

見
て
み
る
と
、
す
べ
て
に
貫
か
れ
て
い
る
の
は
、
教
化
へ
の
信
頼
で
あ
り
、
絶

対
視
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
率
性
篇
・
本
性
篇
に
跨
が
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点

か
ら
み
れ
ば
、
両
篇
は
時
期
に
よ
り
考
え
を
変
え
た
も
の
で
は
な
く
、
相
互
関

連
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
以
下
の
資
料
も
注
目
に

値
す
る
。

【
資
料
六
】
故
に
曰
く
、
「
王
良 

車
に
登
れ
ば
、
馬 

罷
駑
な
ら
ず
。
尭
・

舜 

政
を
為
せ
ば
、
民
に
狂
愚
無
し
」
と
。
伝
に
曰
く
、
「
尭
・
舜
の
民
、

比
屋
し
て
封
ず
可
し
。
桀
・
紂
の
民
、
比
屋
し
て
誅
す
可
し
」
と
。
「
斯

の
民
や
、
三
代 

道
に
直よ

り
て
行
ふ
所
以
な
り
」
と
。
❶

聖
主
の
民
は
彼

の
如
く
、
悪
主
の
民
は
此
の
如
く
、
竟
に
化
に
在
り
て
性
に
在
ら
ざ
る
な

り
（
率
性
篇

）
15
（

）
。

 
 
 
 

【
資
料
七
】
❷

是
の
故
に
叔
孫
通

礼
儀
を
制
定
す
る
や
、
剣
を
抜
き
功
を

争
ふ
の
臣
も
、
礼
を
奉
じ
て
拝
伏
す
。
初
め
驕
倨
な
る
も
後
に
遜
順
な
る

は
、
聖
教
威
徳
、
性
を
変
易
す
れ
ば
な
り
。
性
の
悪
な
る
を
患
へ
ず
、
其

の
聖
教
に
服
さ
ず
、
自
づ
か
ら
遇
し
て
以
て
禍
を
生
ず
る
を
患
ふ
な
り
（
率

性
篇

）
16
（

）
。

　

【
資
料
六
】
❶
は
「
聖
主
の
民
は
か
の
よ
う
で
、
悪
主
の
民
は
こ
の
よ
う
で
、

結
局
（
率
性
の
関
鍵
は
）
教
化
に
あ
っ
て
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
い
、

【
資
料
七
】
❷
は
「
叔
孫
通
が
礼
儀
を
制
定
す
る
と
、
剣
を
抜
い
て
功
績
を
争
っ

た
臣
下
も
、
礼
を
奉
じ
て
拝
伏
し
た
。
も
と
も
と
驕
り
高
ぶ
っ
て
い
た
が
、
後

に
遜
り
従
順
に
な
っ
た
の
は
、
聖
教
威
徳
が
、
性
を
変
化
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
」

王充の人間観と頌漢論――教化の内容を中心に――
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と
い
う
。
こ
れ
ら
二
つ
か
ら
も
、
教
化
へ
の
信
頼
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
を
み
て
み
る
と
、
「
聖
教
」
・
「
聖
人
の
教
」
が
大
方
の
教
化

の
内
容
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
【
資
料
六
】
に
あ
る
よ
う

に
、
当
時
に
君
臨
す
る
君
主
（
聖
主
・
悪
主
）
に
よ
る
教
化
も
想
定
さ
れ
て
い

る
。
で
は
ま
ず
、
「
聖
教
」
・
「
聖
人
の
教
」
と
は
具
体
的
に
何
を
い
う
の
か
検

討
し
よ
う
。

【
資
料
八
】
此
れ
習
ふ
所
の
善
悪
、
質
性
を
変
易
す
る
を
言
ふ
な
り
。
儒

生
の
性
、
能
く
皆

善
な
る
に
非
ざ
る
な
り
。
聖
教
を
被
服
し
、
日
夜

諷

詠
し
、
聖
人
の
操
を
得
た
り
。
…
…
（
文
吏
が
儒
生
と
異
な
り
権
力
に
走

る
の
は
）
性 

皆 

悪
な
る
に
非
ず
、
習
ひ
為
す
所
の
者
、
聖
教
に
違
へ
ば

な
り
（
程
材
篇

）
17
（

）
。

　

「
儒
生
の
性
は
、
み
な
善
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
聖
教
を
身
に
受
け
、
日
夜

諳
誦
し
、
聖
人
の
操
を
得
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
儒
生
が
「
日
夜
諳
誦
」
す

る
対
象
が
聖
教
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
聖
人
の
操
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
論
衡
』
を
繙
け
ば
す
ぐ
に
気
付
く
こ
と
だ
が
、

儒
生
が
「
日
夜
諳
誦
」
し
学
ぶ
対
象
は
、
経
典
で
あ
る
。

【
資
料
九
】
❶

夫
れ
儒
生
の
業
、
五
経
な
り
。
南
面
し
て
師
と
為
り
、
旦

夕 

章
句
を
講
授
し
、
義
理
を
滑
習
せ
し
め
、
五
経
を
究
備
す
る
は
、
可

な
り
（
謝
短
篇

）
18
（

）
。

 
 
 
 

【
資
料
一
〇
】
夫
れ
五
経
も
亦
た
漢
家
の
立
つ
る
所
、
儒
生
の
善
政
、
大

義 

皆 

其
の
中
よ
り
出
づ
。
董
仲
舒 

春
秋
の
義
を
表
は
し
、
律
に
稽
合

せ
し
め
、
乖
異
す
る
者
無
し
。
然
ら
ば
則
ち
春
秋
は
、
漢
の
経
に
し
て
、

孔
子 

制
作
し
、
漢
に
垂
遺
す
。
論
者 

徒
だ
法
家
を
尊
び
、
春
秋
を
高
し

と
せ
ず
、
是
れ
闇
蔽
な
り
。
春
秋
は
五
経
に
し
て
、
義 

相 

関
し
て
穿
し
、

既
に
春
秋
を
是
と
し
、
五
経
を
大
ば
ず
、
是
れ
不
通
な
り
。
❷

五
経
は
道

を
以
て
務
と
為
し
、
事

道
に
如
か
ず
、
道

行
は
れ
事

立
ち
、
道
無
く

ん
ば
成
ら
ず
。
然
ら
ば
則
ち
儒
生
の
学
ぶ
所
の
者
、
道
な
り
。
文
吏
の
学

ぶ
所
の
者
、
事
な
り
（
程
材
篇

）
19
（

）
。　
　
　

　

【
資
料
九
】
❶
「
儒
生
の
業
は
、
五
経
で
あ
る
」
、
【
資
料
一
〇
】
❷
「
五
経

は
道
を
以
て
務
め
と
し
、
事
は
道
に
は
及
ば
な
い
。
道
が
行
わ
れ
て
事
が
立

ち
、
道
が
な
け
れ
ば
完
成
し
な
い
。
で
あ
れ
ば
儒
生
が
学
ぶ
の
は
、
道
で
あ
る
」

と
い
う
。
こ
れ
ら
を
み
れ
ば
、
儒
生
が
学
ぶ
対
象
は
、
五
経
で
あ
る
こ
と
一
目

瞭
然
で
あ
ろ
う
。
【
資
料
四
】
に
「
孔
門
の
弟
子
た
る
七
十
の
徒
、
皆 

卿
相
に

任
ず
る
の
用
あ
り
、
聖
教
に
服
し
、
文
才 

雕
琢
せ
ら
れ
、
知
能
十
倍
す
る
は
、

教
訓
の
功
に
し
て
漸
漬
の
力
な
り
」
に
あ
る
「
聖
教
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ

ん
孔
子
の
弟
子
達
は
孔
子
の
教
え
を
直
接
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
ま

ぎ
れ
も
な
く
孔
子
自
身
の
「
聖
教
」
な
わ
け
だ
が
、
後
人
は
そ
れ
を
被
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
孔
子
が
追
刪
定
し
た
五
経
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
聖

教
を
受
け
、
性
を
善
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

ま
と
め
る
と
、
王
充
の
人
間
観
に
は
、
ま
ず
性
三
品
説
が
基
底
に
あ
る
。
そ

れ
は
、
中
人
は
善
悪
未
萌
の
人
と
し
、
極
善
を
上
智
、
極
悪
を
下
愚
と
見
、
極

悪
に
至
ら
な
い
悪
で
あ
れ
ば
、
教
化
に
よ
っ
て
善
に
性
を
改
変
で
き
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
教
化
の
具
体
的
内
容
は
聖
教
で
あ
り
、
聖
教
と
は
、

五
経
を
指
す
。
王
充
は
、
儒
生
と
い
う
五
経
を
学
ぶ
人
間
を
具
体
例
と
し
、
そ

れ
に
専
心
す
る
こ
と
で
、
「
能
く
皆 

善
な
る
に
非
ざ
る
」
儒
生
が
性
を
善
に
す

日本儒教学会報 六
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る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
王
充
の
人
間
観
に
お
い
て
は
、
性
三
品
説
に
お
け
る
下
愚
以

外
の
人
間
を
善
に
向
か
わ
せ
る
、
変
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
五
経
を
学
ぶ
と

い
う
「
聖
教
」
が
上
手
く
機
能
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
『
論
衡
』

に
お
い
て
は
、
五
経
を
学
び
「
聖
教
」
を
身
に
受
け
る
代
表
と
さ
れ
た
儒
生
は
、

全
否
定
の
対
象
で
は
な
い
も
の
の
、
必
ず
し
も
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
存
在
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
王
充
思
想
の
特
徴
が
「
虚
妄
を
疾
む
」
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
彼
ら
は
虚
妄
の
担
い
手
と
さ
れ
、
批
判
の
対
象
と
い
う
べ
き
な
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
王
充
は
、
五
経
を
学
ぶ
と
い
う
「
聖
教
」
は
、
人
を
善
に
す
る

論
理
と
し
て
は
、
問
題
な
い
と
み
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
現
実
に
実
行
し
て

い
る
存
在
で
あ
る
儒
生
に
は
、
何
ら
か
の
不
満
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
章
で
は
、
儒
生
の
位
置
づ
け
及
び
王
充
が
彼
ら
に
抱
い
て
い
た
不
満
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

　
　
　
　

 

三
、
儒
生
の
位
置
づ
け

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
聖
教
」
に
服
す
る
代
表
的
な
存
在
と
し
て
、
儒

生
が
挙
げ
ら
れ
、
一
見
す
る
と
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

た
だ
こ
れ
は
、
筆
者
が
行
論
の
都
合
上
肯
定
的
に
み
え
る
記
述
を
作
為
的
に
取

り
上
げ
て
き
た
だ
け
で
、
『
論
衡
』
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
儒
生
は
全
否
定
の
対

象
で
は
な
い
も
の
の
、
基
本
的
に
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
考
え
る
た
め
、
本
章
で
は
『
論
衡
』
に
お
け
る
儒
生
の
位
置
づ
け
を
検
討

し
た
い
（
な
お
、
『
論
衡
』
に
は
、
儒
生
の
他
に
儒
者
と
い
う
呼
称
が
あ
る
が
、

と
も
に
同
一
の
存
在
を
指
す
。
本
稿
で
は
、
訳
出
の
場
合
に
は
固
有
の
呼
称
を

そ
の
ま
ま
書
き
出
す
が
、
筆
者
の
行
論
部
分
で
は
一
括
し
て
儒
生
と
称
す
る
）
。

【
資
料
一
一
】
故
に
❶

夫
れ
能
く
一
経
を
説
く
者
を
儒
生
と
為
し
、
❷

古
今

を
博
覧
す
る
者
を
通
人
と
為
し
、
伝
書
を
采
掇
し
て
以
て
上
書
奏
記
す
る

者
を
文
人
と
為
し
、
能
く
精
思
し
て
文
を
著
は
し
篇
章
を
連
結
す
る
者
を

鴻
儒
と
為
す
。
故
に
❸

儒
生
は
俗
人
に
過
ぎ
、
通
人
は
儒
生
に
勝
ち
、
文

人
は
通
人
を
踰
ゑ
、
鴻
儒
は
文
人
を
超
ゆ
。
故
に
夫
の
鴻
儒
、
所
謂 

超

え
て
又 

超
ゆ
る
者
な
り
（
超
奇
篇

）
20
（

）
。

　

❶
に
よ
れ
ば
、
一
経
を
説
く
者
が
儒
生
で
あ
る
と
い
う
。
【
資
料
九
】
・
【
資

料
一
〇
】
で
は
、
儒
生
が
学
ぶ
の
は
五
経
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

実
際
に
儒
生
が
学
ん
だ
の
は
、
五
経
の
う
ち
一
経
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ

は
多
く
の
資
料
が
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
例
を
あ
げ
る
と
、
「
儒
者 

一
経
を
明

説
し
、
之
を
京
師
に
習
ふ
。
明
ら
か
な
る
こ
と
匡［

匡

衡

］

穉
圭
の
如
く
、
深
き
こ
と

趙
［
人
違
い
？
］

子
都
の
如
く
、
甲
乙
の
科
に
初
階
し
、
遷
転
し
て
郎
博
士
に
至
る
。
人 

経

明
に
し
て
才 

高
き
の
得
る
所
な
り
と
謂
ふ
は
、
非
な
り
（
命
録
篇

）
21
（

）
」
と
あ
る
。

王
充
が
生
き
た
当
時
に
お
い
て
は
、
一
経
を
専
修
し
た
章
句
の
学
が
学
問
の
主

流
で
あ
り
、
「
甲
乙
の
科
」
は
、
太
学
の
最
終
試
験
で
あ
る
射
策
の
合
格
者
の

分
類
を
指
す
。
当
時
射
策
は
五
経
の
う
ち
一
経
に
関
す
る
も
の
が
出
題
さ
れ
た

か
ら

）
22
（

、
儒
生
が
一
経
に
関
す
る
章
句
の
学
を
学
ぶ
の
は
当
然
と
い
え
る
。
王
充

は
こ
の
資
料
を
用
い
て
、
太
学
か
ら
無
限
に
放
出
さ
れ
る
儒
生
を
世
論
が
「
経

明
に
し
て
才 

高
き
の
得
る
所
な
り
と
謂
ふ
」
こ
と
を
非
難
す
る

）
23
（

。
儒
生
は
全

肯
定
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
批
判
の
対
象
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
❸
を
み
る
と
、
俗
人<

儒
生<

通
人<

文
人<

鴻
儒
と
い
う

差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
で
に
佐
藤
匡
玄
氏
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
俗
人
は
も
っ
ぱ
ら
文
吏
（
法
家
型
官
僚
人
）
を
指
す

）
24
（

。
【
資

王充の人間観と頌漢論――教化の内容を中心に――
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料
八
】
で
は
中
略
部
分
の
内
容
を
筆
者
が
補
う
形
に
し
て
い
る
が
、
程
材
篇
で

は
主
に
文
吏
と
儒
生
を
対
比
し
、
儒
生
を
勝
れ
り
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
儒

生
は
名
を
儒
門
に
説お

き
、
俗
人
に
過
ぐ
る
こ
と
遠
き
な
り
（
超
奇
篇
）
」
と
い

う
よ
う
に
俗
人
と
の
比
較
の
上
で
は
評
価
し
て
い
る
。
儒
生
は
俗
人
（
文
吏
）

よ
り
は
良
い
存
在
と
い
え
る
が
、
反
面
、
❷
古
今
を
博
覧
す
る
通
人
よ
り
は
劣

る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　

王
充
が
設
け
た
こ
の
差
等
に
よ
れ
ば
、
儒
生
は
俗
人
に
は
勝
る
も
の
の
、
儒

教
を
学
ぶ
も
の
た
ち
の
中
で
は
最
下
位
で
あ
る
。
王
充
は
何
故
、
彼
ら
を
低

く
位
置
づ
け
る
の
か
。
そ
れ
は
、
儒
生
が
古(

い
に
し
え)

 

の
み
を
重
ん
じ
、

今
を
軽
ん
じ
る
と
い
う
態
度
が
許
せ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

【
資
料
一
二
】
俗 

好
み
て
遠
を
褒
め
古
を
称
し
、
瑞
を
講
ず
れ
ば
則
ち
上

世
を
美
と
為
し
、
治
を
論
ず
れ
ば
則
ち
古
王
を
賢
と
為
し
、
奇
を
今
に
暏

る
も
、
終
に
信
に
然
り
と
せ
ず
。
尭
・
舜
を
し
て
更
生
せ
し
む
る
も
、
恐

ら
く
は
聖
名
無
し
。
…
…
唐
・
虞
・
夏
・
殷 

同
に
載
せ
ら
れ
て
二
尺
四

寸
に
在
り
、
儒
者 

推
読
し
、
朝
夕 

講
習
し
、
漢
の
書
を
見
ず
、
漢 

劣

り
て
若
か
ず
と
謂
ふ
。
…
…
使
し
漢
に
弘
文
の
人
有
り
、
経
と
し
て
漢
の

事
を
伝
す
れ
ば
、
則
ち
尚
書
・
春
秋
な
り
。
儒
者 

之
を
宗
び
、
学
者 

之

を
習
ひ
、
将
に
旧
六
を
襲
ぎ
七
と
為
り
、
今
上
よ
り
上
は
高
祖
に
至
る
ま

で
、
皆 

聖
帝
と
為
ら
ん
と
す
。
杜
撫
・
班
固
等
の
上
る
所
の
「
漢
頌
」

を
観
る
に
、
功
徳
符
瑞
を
頌
す
る
こ
と
、
汪
濊
深
広
、
滂
沛
と
し
て
量
る

無
く
、
唐
・
虞
を
踰
ゑ
、
皇
域
に
入
る
（
宣
漢
篇

）
25
（

）
。

　

「
俗
儒
は
い
に
し
え
を
称
賛
し
、
瑞
祥
を
講
論
す
れ
ば
上
世
を
良
い
と
し
、

治
世
を
議
論
す
れ
ば
古
王
を
賢
で
あ
る
と
し
、
奇
跡
を
現
代
に
み
て
も
、
結
局

納
得
し
な
い
。
こ
れ
で
は
堯
舜
を
改
め
て
誕
生
さ
せ
て
も
、
聖
人
の
名
は
無
い

だ
ろ
う
。
唐
・
虞
・
夏
・
殷
は
経
書
に
書
か
れ
て
お
り
、
儒
者
は
日
夜
そ
れ
を

読
み
、
漢
に
関
す
る
書
物
を
読
ま
ず
、
漢
は
劣
っ
て
い
て
い
に
し
え
に
及
ば
な

い
と
い
う
。
も
し
漢
に
学
問
を
広
め
る
人
が
い
て
、
経
と
し
て
漢
の
事
蹟
を
伝

え
れ
ば
、
そ
れ
は
尚
書
・
春
秋
（
の
類
）
で
あ
る
。
儒
者
は
こ
れ
を
尊
び
、
学

者
は
こ
れ
を
習
い
、
六
経
に
加
え
て
七
経
と
な
り
、
（
さ
す
れ
ば
）
今
上
章
帝

か
ら
高
祖
ま
で
す
べ
て
聖
帝
と
な
る
だ
ろ
う
。
杜
撫
・
班
固
ら
が
た
て
ま
つ
っ

た
「
漢
頌
」
を
み
る
に
、
（
漢
帝
の
）
功
徳
・
符
瑞
を
頌
す
る
こ
と
、
豊
富
で

深
長
で
あ
り
、
あ
ま
ね
く
し
て
量
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
、
（
そ
れ
は
）

唐
堯
・
虞
舜
を
越
え
、
三
皇
の
領
域
に
入
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
よ
う
す
る
に
、

俗
儒
が
経
書
に
載
っ
て
い
る
唐
・
虞
・
夏
・
殷
を
尊
び
、
漢
は
劣
る
と
断
ず
る

点
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
先
鋭
化
さ
せ
て
、
「
漢
の
事

績
を
伝
え
る
経
」
の
制
作
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
須
頌
篇
で
は
、
具
体
的
に
今
で
あ
る
漢
を
頌
し
、
経
典
で
あ
る
『
詩
経
』

の
周
頌
と
相
い
類
す
る
も
の
と
し
て
、
杜
撫
・
班
固
の
「
漢
頌
」
を
挙
げ
て
い

る
）
26
（

。
本
段
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
「
漢
頌
」
が
漢
の
事
績
を
伝
え
る
七
番
目
の

経
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
み
る
こ
と
が
可
能
か
も
知
れ

な
い
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

【
資
料
一
三
】
夫
れ
儒
生 

古
今
を
覧
ず
、
知
る
所 

経
文
を
守
信
し
、
章

句
を
滑
習
し
、
互
錯
を
解
剝
し
、
乖
異
を
分
明
す
る
に
過
ぎ
ず
（
謝
短
篇

）
27
（

）
。

 
 
 
 

【
資
料
一
四
】
殷
・
周
よ
り
以
前
、
頗
る
六
経
に
載
れ
ば
、
儒
生
の
能
く

説
く
所
な
り
。
秦
・
漢
の
事
、
儒
生 

見
ざ
る
は
、
力 

劣
り
て
覧
る
能
は

ざ
れ
ば
な
り
。
周
は
二
代
に
監
み
、
漢
は
周
・
秦
に
監
み
る
。
周
・
秦
よ
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り
以
来
は
、
儒
生 

知
ら
ず
、
漢
を
ば
観
覧
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
儒
生 

力

む
る
無
し
（
效
力
篇

）
28
（

）
。

 
 
 
 

　

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
も
、
儒
生
は
経
典
を
学
ぶ
こ
と
に
専
心
し
、
秦
・
漢
（
と

く
に
漢
）
の
事
績
と
い
う
今
を
知
ら
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
）
29
（

。

　

上
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
古
に
は
通
ず
れ
ど
も
今
に
通
じ
な
い
、
当
時
広
範
に

存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
儒
生
は
、
儒
教
を
学
ぶ
も
の
た
ち
の
中
で
は
最
下
位
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
今
に
通
じ
る
」
と
い
う
の
は
、
既
出
の
資
料
に

加
え
、
「
通
人 

文
を
積
む
こ
と
、
十
篋
以
上
な
り
。
聖［

経

典

］

人
の
言
、
賢［

伝

な

ど

］

者
の
語
、
上

は
黄
帝
よ
り
し
て
、
下
は
秦
・
漢
に
至
る
ま
で
、
国
を
治
め
家
を
肥
や
す
の
術
、

世
を
剌
り
俗
を
譏
る
の
言
、
備
は
れ
り
（
別
通
篇

）
30
（

）
」
・
「
夫
れ
通
人
は
猶
ほ
富
人

の
ご
と
く
、
通
ぜ
ざ
る
者
は
猶
ほ
貧
人
の
ご
と
き
な
り
。
俱
に
七
尺
を
以
て
形

と
為
す
も
、
通
人
は
胸
中
に
百
家
の
言
を
懐
き
、
通
ぜ
ざ
る
者
は
空
腹
に
一
牒

の
誦
も
無
し
（
別
通
篇

）
31
（

）
」
と
い
う
言
に
見
え
る
と
お
り
、
通
人
は
、
経
典
か
ら

伝
、
果
て
は
秦
・
漢
ま
で
の
諸
子
の
書
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
に
通
じ
て
い
る
人

を
指
す
。
も
ち
ろ
ん
、
「
論
衡
は
漢
の
為
に
説
を
平
ら
か
に
す
（
須
頌
篇
）
」
と

ま
で
い
う
よ
う
に
、
漢
に
対
し
て
熱
烈
な
称
賛
と
礼
賛
や
む
こ
と
な
い
王
充
に

お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、
漢
の
事
績
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ

ゆ
え
に
漢
に
取
っ
て
変
わ
ら
れ
た
と
い
う
役
回
り
を
演
じ
た
秦
及
び
そ
の
悪
行

（
焚
書
な
ど
）
に
つ
い
て
も
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
み
て
い
た
の
で
あ
る

）
32
（

。

　

儒
生
の
位
置
づ
け
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
五
経
を
学
び
「
聖
教
」
を
身
に

受
け
、
性
を
善
に
向
か
わ
せ
る
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
代
表
と
さ
れ
た
儒
生

は
、
文
吏
（
俗
人
）
と
の
対
比
で
は
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、
古
今
を
博
覧
す
る

通
人
と
の
対
比
で
は
下
位
に
置
か
れ
る
。
「
聖
教
」
に
浴
す
る
だ
け
で
な
く
、

漢
の
事
績
と
い
う
今
の
事
を
も
合
わ
せ
、
古
今
を
博
覧
す
る
通
人
と
な
り
、
人

間
と
し
て
、
儒
教
を
学
ぶ
も
の
と
し
て
、
ラ
ン
ク
を
上
げ
る
こ
と
を
王
充
は
要

求
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
重
ね
て
述
べ
る
が
、
王
充
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な

の
は
、
今い

ま

で
あ
っ
た
。

　

翻
っ
て
、
二
で
み
た
よ
う
に
、
孔
子
の
「
聖
教
」
以
外
に
も
う
一
つ
当
時
に

君
臨
す
る
君
主
（
聖
主
・
悪
主
）
に
よ
る
教
化
も
想
定
さ
れ
て
い
た
。
君
臨
し

て
い
る
君
主
次
第
で
、
そ
こ
に
生
き
る
民
の
性
は
善
に
な
っ
た
り
、
悪
に
な
っ

た
り
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
今い

ま

を
古

い
に
し
えに

よ
り
も
重
視
す
る
王

充
の
態
度

―
「
漢
の
事
績
を
伝
え
る
経
」
の
制
作
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
出
す

ほ
ど
の

―
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
王
充
は
漢
を
聖
世
、
漢
皇
帝
を
聖
主
と
み

て
い
た
が
た
め
に
、
孔
子
の
「
聖
教
」
で
は
な
い
教
化
の
あ
り
か
た
を
提
示
し

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
章
を
移
し
て
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　

四
、
頌
漢
論

　

王
充
『
論
衡
』
に
は
、
漢
を
激
賞
し
た
四
つ
の
篇

―
斉
世
篇
・
宣
漢
篇
・

恢
国
篇
・
験
符
篇

―
が
あ
る
。
こ
の
四
篇
を
著
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
よ
う
に
あ
る
。

【
資
料
一
五
】
舩
車
の
人
を
載
す
る
、
其
の
徒
の
多
き
に
孰
与
れ
ぞ
。
素

車
朴
舩
は
、
加
漆
采
画
す
る
に
孰
与
れ
ぞ
。
然
ら
ば
則
ち
鴻
筆
の
人
、
国

の
舩
車
、
采
画
な
り
。
農
に
疆
夫
無
く
、
穀
粟 

登
ら
ず
。
国
に
彊
文
無

く
ん
ば
、
徳 

闇
く
し
て
彰
は
れ
ず
。
漢
の
徳 

休
み
せ
ら
れ
ず
、
乱
れ
て

百
代
の
間
に
在
る
は
、
彊
筆
の
儒 

著
載
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
高
祖
よ
り
以

王充の人間観と頌漢論――教化の内容を中心に――
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来
、
書
を
著
は
し
て
漢
を
講
論
せ
ざ
る
に
非
ず
。
司
馬
長
卿

封
禅
書
を

為
る
も
、
文

約
に
し
て
具
は
ら
ず
。
司
馬
子
長

黄
帝
を
紀
し
て
以
て
孝

武
に
至
り
、
楊
子
雲

宣
帝
を
録
し
て
以
て
哀
・
平
に
至
り
、
陳
平
仲
は

光
武
を
紀
し
、
班
孟
堅
は
孝
明
を
頌
す
。
漢
家
の
功
徳
、
頗
る
観
見
す
可

し
。
今
上

命
に
即
き
、
未
だ
褒
載
有
ら
ず
、
論
衡
の
人
、
此
の
為
に
精

を
畢
く
し
、
故
に
斉
世
・
宣
漢
・
恢
国
・
験
符
有
り
（
須
頌
篇

）
33
（

）
。

　

傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
「
司
馬
相
如
（
『
封
禅
書
』
）
・
司
馬
遷
（
『
史
記
』
）
・
楊

雄
（
『
史
記

）
34
（

』
）
・
陳
宗
（
『
世
祖
本
紀
』
）
・
班
固
（
「
漢
頌
」
）
は
、
漢
を
美
み
す

る
文
章
を
書
き
、
そ
れ
に
よ
り
今
の
人
は
漢
家
の
功
徳
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
今
上
章
帝
は
、
ま
だ
そ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
が
な
い
。
だ
か
ら
私
は
彼
の

為
に
精
魂
込
め
て
、
斉
世
・
宣
漢
・
恢
国
・
験
符
の
四
篇
を
作
っ
た
」
と
い
う
。

た
だ
し
、
章
帝
の
た
め
に
作
成
し
た
と
王
充
は
言
う
の
だ
が
、
実
際
に
は
漢
を

頌
す
る
た
め
、
章
帝
以
前
の
皇
帝
に
つ
い
て
も
多
く
言
及
さ
れ
て
お
り
、
宣
漢

篇
に
は
章
帝
を
美
み
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
頌
漢
論
の
執
筆
動
機
が
描
か
れ

て
い
る
。

【
資
料
一
六
】
儒
者
称
す
ら
く
、
「
五
帝
・
三
王 

天
下
太
平
を
致
す
も
、

漢 

興
り
て
已
来
、
未
だ
太
平
有
ら
ず
」
と
。
彼 

五
帝
・
三
王 

太
平
を
致

す
も
、
漢 

未
だ
太
平
有
ら
ず
と
謂
ふ
は
、
五
帝
・
三
王
の
聖
人
な
る
を
見

る
や
、
聖
人
の
徳
、
能
く
太
平
を
致
せ
ば
な
り
。
漢 

太
平
な
ら
ず
と
謂

ふ
は
、
漢
に
聖
帝
無
く
、
賢
者
の
化
、
太
平
な
る
能
は
ざ
れ
ば
な
り
。
又 

孔
子
の
言
を
見
る
に
、
「
鳳
鳥 

至
ら
ず
、
河 

図
を
出
さ
ず
、
吾 

已
ん
ぬ

る
か
な
」
と
。
方
今 

鳳
鳥
・
河
図
無
く
、
瑞 

頗
る
未
だ
悉
具
す
る
に
至

ら
ず
、
故
に
未
だ
太
平
な
ら
ず
と
謂
ふ
。
此
の
言 

妄
な
り
（
宣
漢
篇

）
35
（

）
。

 
 

　

「
儒
者
は
、
五
帝
・
三
王
は
天
下
太
平
を
齎
し
た
が
、
漢
は
建
国
以
来
太
平

が
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
五
帝
・
三
王
は
等
し
く
聖
人
で
あ
り
、
聖
人
の

徳
は
太
平
を
齎
す
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
が
漢
は
太
平
で
な
い
と
思
う
の
は
、
漢

に
聖
帝
は
お
ら
ず
、
賢
者
の
教
化
で
は
、
太
平
を
齎
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め

で
あ
り
、
鳳
鳥
・
河
図
の
出
現
が
無
く
、
瑞
祥
が
す
べ
て
至
っ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
」
と
い
う
。
勿
論
こ
れ
に
反
駁
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
王
充
は
漢
が
前

代
よ
り
も
優
れ
て
い
る
証
拠
と
し
て
、
瑞
祥
の
数
や
質
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
。

 
 

【
資
料
一
七
】
…
…
❶

曰
く
、
夫
れ
帝
王
の
瑞
応
、
前
後

同
じ
か
ら
ず
、

物
瑞
無
し
と
雖
も
、
百
姓

寧
集
し
、
風
気

調
和
す
、
是
れ
も
亦
た
瑞
な

り
。
何
を
以
て
之
を
明
ら
か
に
す
る
や
。
帝
王
の
治
平
に
、
升
り
て
太
山

に
封
ず
る
は
、
安
を
告
ぐ
る
な
り
。
秦
始
皇

升
り
て
太
山
に
封
じ
、
雷

雨
の
変
に
遭
ふ
は
、
治

未
だ
平
ら
か
な
ら
ず
、
気

未
だ
和
せ
ざ
れ
ば
な

り
。
光
武
皇
帝

升
り
て
封
ず
る
に
、
天

晏
然
と
し
て
雲
無
き
は
、
太
平

の
応
な
り
、
治

平
ら
か
な
れ
ば
気

応
ず
。
光
武
の
時
、
気

和
し
人

安

ん
じ
、
物
瑞

等
し
く
至
る
。
人
気 

已
に
験
あ
る
も
、
論
者 

猶
ほ
疑
ふ
。

孝
宣
皇
帝
元
康
二
年
、
鳳
皇 

太
山
に
集
ひ
、
後
又 

新
平
に
集
る
。
四
年
、

神
雀 

長
楽
宮
に
集
ひ
、
或
い
は
上
林
に
集
ひ
、
九
真 

麟
を
献
ず
。
神
雀

二
年
、
鳳
皇
・
甘
露 

京
師
に
降
集
す
。
四
年
、
鳳
皇 

杜
陵
及
び
上
林
に

下
る
。
五
鳳
三
年
、
帝 

南
郊
に
祭
る
や
、
神
光 

並
び
に
見
れ
、
或
い
は

谷
に
興
り
、
斎
宮
に
燭
燿
す
る
こ
と
、
十
有
余
刻
。
明
年
、
后
土
を
祭
る

に
、
霊
光 

復
た
至
り
、
至
る
こ
と
南
郊
の
時
の
如
し
。
甘
霊
・
神
雀 

延

寿
万
歳
宮
に
降
集
す
。
其
の
年
三
月
、
鸞
鳳 

長
楽
宮
の
東
門
中
の
樹
上

に
集
ふ
。
甘
露
元
年
、
黄
竜 

至
り
、
新
豊
に
見
れ
、
醴
泉 

滂
流
す
。
彼
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の
鳳
皇 

五
た
び
六
た
び
至
る
と
雖
も
、
或
い
は
時
に
一
鳥
に
し
て
数
々

来
た
り
、
或
い
は
時
に
異
鳥
に
し
て
各
々
至
る
、
麒
麟
・
神
雀
・
黄
竜
・

鸞
鳥
・
甘
露
・
醴
泉
、
后
土
天
地
を
祭
る
の
時
、
神
光
霊
耀
、
繁
盛
累
積

な
り
と
謂
ふ
可
し
。
孝
明
の
時 

鳳
皇
無
し
と
雖
も
、
亦
た
麒
麟
・
甘
露
・

醴
泉
・
神
雀
・
白
雉
・
紫
芝
・
嘉
禾
を
致
し
、
金 

出
で
鼎 

見
れ
、
離
木 

復
た
合
す
。
❷

五
帝
・
三
王
、
経
伝
の
載
す
る
所
の
瑞
応
、
孝
明
よ
り
盛

ん
な
る
は
莫
し
。
如
し
瑞
応
を
以
て
太
平
を
効
す
と
せ
ば
、
宣
・
明
の
年
、

五
帝
・
三
王
に
倍
す
る
な
り
。
夫
れ
是
の
如
く
ん
ば
、
孝
宣
・
孝
明

太

平
と
謂
ふ
可
し
（
宣
漢
篇

）
36
（

）
。

 
 ❶

「
そ
も
そ
も
帝
王
の
瑞
応
は
、
前
後
同
じ
で
は
な
く
、
物
と
し
て
瑞
祥
が
至

ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
民
衆
が
安
ん
じ
集
ま
り
、
風
気
が
調
和
す
る
、
こ
れ

も
瑞
祥
で
あ
る
。
ど
う
や
っ
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
。
帝
王
の
治
世
に
、

泰
山
に
封
禅
す
る
の
は
、
安
寧
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
は
、
泰
山

に
封
禅
し
た
際
、
雷
雨
に
遭
っ
た
の
は
、
そ
の
統
治
が
ま
だ
平
ら
か
で
は
な
く
、

気
が
調
和
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
光
武
帝
が
泰
山
に
封
禅
し
た
際
、

天
が
安
閑
と
し
て
雲
が
無
か
っ
た
の
は
、
太
平
の
応
で
あ
る
。
統
治
が
平
ら
か

で
あ
れ
ば
気
が
応
じ
る
。
光
武
帝
の
と
き
、
気
は
調
和
し
人
は
安
寧
で
、
物
瑞

は
ひ
と
し
く
到
来
し
た
」
と
い
い
、
こ
の
の
ち
前
漢
宣
帝
と
後
漢
明
帝
期
に
お

こ
っ
た
瑞
祥
に
つ
い
て
解
説
し
、
❷
「
五
帝
・
三
王
は
、
経
伝
に
記
載
さ
れ
て

い
る
瑞
応
は
、
明
帝
よ
り
盛
ん
で
は
な
い
。
も
し
瑞
応
に
よ
り
太
平
を
致
す
の

だ
と
す
れ
ば
、
宣
帝
・
明
帝
の
数
は
、
五
帝
・
三
王
の
二
倍
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、

宣
帝
・
明
帝
の
時
代
は
太
平
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
続
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

【
資
料
一
八
】
❶

能
く
太
平
を
致
す
者
は
、
聖
人
な
り
。
世
儒

何
を
以
て

世
に
未
だ
聖
人
有
ら
ず
と
謂
ふ
や
。
天
の
気
を
稟
く
る
は
、
豈
に
前
世
者 

渥あ
つ

く
、
後
世
者

泊う
す

し
と
為
す
や
。
周
に
三
聖
有
り
、
文
王
・
武
王
・
周

公 

並
び
に
時
に
猥
出
す
。
漢
も
亦
た
一
代
な
り
、
何
を
以
て
当
に
周
に

少
な
か
る
べ
け
ん
や
。
周
の
聖
王
、
何
を
以
て
当
に
漢
に
多
か
る
べ
け
ん

や
。
❷

漢
の
高
祖
・
光
武
、
周
の
文
・
武
な
り
。
文
帝
・
武
帝
・
宣
帝
・

孝
明
・
今
上

周
の
成
・
康
・
宣
王
に
過
ぐ
。
身
の
漢
世
に
生
ま
る
る
を

以
て
、
褒
増
頌
歎
し
て
、
以
て
媚
称
を
求
む
可
き
に
非
ず
。
事
理
の
情
を

核
す
る
は
、
説
を
定
む
る
者
の
実
な
り
（
宣
漢
篇

）
37
（

）
。

 
 ❶

「
太
平
を
齎
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
聖
人
で
あ
る
。
世
の
中
の
儒
者
は
何

に
よ
り
、
決
し
て
世
に
聖
人
が
い
な
い
と
い
う
の
か
。
天
の
気
を
稟
受
す
る
の

は
、
ど
う
し
て
先
の
世
に
生
き
た
も
の
が
厚
く
、
後
世
の
も
の
が
薄
い
と
い
う

の
か
」
と
い
い
、
実
際
に
は
漢
の
方
が
周
よ
り
も
聖
王
が
多
い
の
だ
と
主
張
し

た
上
で
、
❷
「
漢
の
高
祖
・
光
武
帝
は
、
周
の
文
王
・
武
王
で
あ
る
。
文
帝
・

武
帝
・
宣
帝
・
孝
明
帝
・
今
上
章
帝
は
、
周
の
成
王
・
康
王
・
宣
王
よ
り
も
優

れ
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
れ
を
先
の
段
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
王
充
は
、「
瑞

応
は
太
平
の
証
で
あ
り
、
太
平
を
齎
す
も
の
は
聖
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
漢
の
皇

帝
は
聖
人
な
の
だ
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
ま
た
、
❷
だ
け
み
る

と
、
高
祖
・
光
武
帝
＝
周
の
文
王
・
武
王
で
あ
り
、
文
帝
・
武
帝
・
宣
帝
・
明

帝
・
章
帝
∨
周
の
成
王
・
康
王
・
宣
王
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
厳
密
に
考
え
る
と
、

漢
皇
帝
の
う
ち
聖
人
で
あ
る
の
は
、
高
祖
・
光
武
帝
だ
け
な
の
だ
と
い
う
可
能

性
も
存
す
る
が
、
王
充
は
少
な
く
と
も
❷
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
皇
帝
た
ち
に
つ

い
て
は
、
聖
帝
（
聖
人
で
あ
る
皇
帝
）
と
み
て
い
た
と
思
し
い
。
そ
れ
は
、【
資

料
一
八
】
の
文
脈
、
宣
漢
篇
で
は
高
祖
・
光
武
帝
・
文
帝
・
武
帝
・
宣
帝
・
明
帝
・

章
帝
が
称
賛
さ
れ
た
上
で
、
須
頌
篇
に
、
「
宣
漢
の
篇
、
漢
に
已
に
聖
帝
有
り
、

王充の人間観と頌漢論――教化の内容を中心に――
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治 
已
に
太
平
な
る
を
論
ず

）
38
（

」
と
あ
る
こ
と
で
よ
り
は
っ
き
り
し
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
王
充
は
、
「
漢
に
聖
人
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
説
を
斥
け

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
漢
は
す
べ
て
に
お
い
て
周
に
優
っ
て
い

る
こ
と
を
主
張
す
る
。

【
資
料
一
九
】
夫
れ
徳
化
を
実
に
す
れ
ば
則
ち
周
も
漢
に
過
ぐ
る
こ
と
能

は
ず
、
符
瑞
を
論
ず
れ
ば
則
ち
漢
は
周
よ
り
盛
ん
に
し
て
、
土
境
を
度
れ

ば
則
ち
周
は
漢
よ
り
狭
く
、
漢 

何
を
以
て
周
に
如
か
ざ
ら
ん
や
。
独
り

周 

聖
人
多
く
、
治 

太
平
を
致
す
と
謂
ふ
。
儒
者 

聖
を
称
す
る
こ
と
泰

だ
隆
ん
な
る
も
、
聖
を
し
て
卓
に
し
て
跡
無
か
ら
し
め
、
治
を
称
す
る
こ

と
も
亦
た
泰
だ
盛
ん
な
る
も
、
太
平
を
し
て
絶
え
て
続
く
こ
と
無
か
ら
し

む
る
な
り
（
宣
漢
篇

）
39
（

）
。

　

「
そ
も
そ
も
徳
化
を
実
定
す
れ
ば
周
は
漢
に
優
る
こ
と
は
で
き
ず
、
符
瑞
を

議
論
す
れ
ば
漢
は
周
よ
り
も
盛
ん
で
あ
り
、
領
土
界
境
を
測
定
す
れ
ば
周
は
漢

よ
り
狭
く
、
漢
は
ど
の
方
面
で
周
に
及
ば
な
い
と
い
う
の
か
。
（
儒
者
は
）
た

だ
周
は
聖
人
が
多
く
、
統
治
は
太
平
を
齎
し
た
と
い
う
。
儒
者
は
周
の
聖
人
を

盛
ん
に
称
賛
す
る
が
、
そ
の
聖
人
た
ち
を
卓
絶
な
も
の
に
し
て
そ
の
後
跡
を
無

い
よ
う
に
さ
せ
、
周
の
統
治
を
盛
ん
に
称
賛
す
る
が
、
太
平
を
絶
え
て
続
く
こ

と
が
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
」
と
い
う
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
王
充
は
、
漢
や
漢
皇
帝

―
高
祖
・
文
帝
・
武
帝
・

宣
帝
・
光
武
帝
・
明
帝
・
今
上
章
帝

―
を
激
賞
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、

三
の
最
後
で
立
て
た
、
「
王
充
は
漢
を
聖
世
、
漢
皇
帝
を
聖
主
と
み
て
い
た
が

た
め
に
、
「
聖
教
」
で
は
な
い
教
化
の
あ
り
か
た
を
提
示
し
た
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
仮
説
は
、
本
章
で
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
け
で
も
、
十
分
に
立
証
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
前
提
と
し
て
王
充
は
、
儒
生
を
五
経
を
学
び
「
聖
教
」
を
身

に
受
け
、
性
を
善
に
向
か
わ
せ
る
、
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
代
表
と
し
、
文
吏
（
俗

人
）
と
の
対
比
で
は
評
価
し
た
が
、
古
今
を
博
覧
す
る
通
人
と
の
対
比
で
は
下

位
に
置
く
。
「
聖
教
」
に
浴
す
る
だ
け
で
な
く
、
漢
の
事
績
と
い
う
今
の
事
を

も
合
わ
せ
、
古
今
を
博
覧
す
る
通
人
と
な
り
、
人
間
と
し
て
、
儒
教
を
学
ぶ
も

の
と
し
て
、
ラ
ン
ク
を
上
げ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
り
て
い

に
い
え
ば
、
五
経
を
学
ぶ
と
い
う
「
聖
教
」
に
浴
し
性
を
向
上
さ
せ
る
の
は
一

つ
の
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
般
的
な
考
え
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
今い

ま

を

重
要
視
し
、
漢
皇
帝
を
聖
帝
と
仰
ぐ
王
充
か
ら
す
れ
ば
、
古

い
に
し
えの

聖
人
で
は
あ
る

も
の
の
、
逆
を
い
え
ば
そ
こ
に
留
ま
る
「
聖
教
」
の
創
始
者
孔
子
の
教
化
だ
け

で
は
、
不
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
と
、
す
で
に
井
ノ
口
哲
也
氏

が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
王
充
に
お
け
る
聖
人
は
、
漢
帝
と
孔
子
の
二

通
り
存
在
す
る

）
40
（

。
す
な
わ
ち
、
二
通
り
の
聖
人
が
い
れ
ば
、
本
稿
で
述
べ
て
き

た
と
お
り
教
化
の
方
法
も
二
通
り
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
【
資
料
一
六
】
に
い

う
よ
う
に
、
儒
生
は
「
漢 

太
平
な
ら
ず
と
謂
ふ
は
、
漢
に
聖
帝
無
」
し
と
み

て
い
た
が
、
漢
皇
帝
を
聖
帝
で
あ
る
と
確
信
し
、
絶
賛
を
加
え
る
王
充
か
ら
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
論
外
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
率
性
篇
で
は
孔
子
の
「
聖

教
」
に
記
述
の
多
く
が
割
か
れ
る
も
の
の
、
堯
・
舜
と
桀
・
紂
の
君
主
と
し
て

の
差
か
ら
、
聖
主
の
民
と
悪
主
の
民
の
差
を
認
め
、
そ
れ
を
性
で
は
な
く
化
に

あ
る
と
し
、
君
主
と
い
う
教
化
の
一
つ
の
あ
り
方
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
任

継
愈
氏
等
や
侯
外
廬
氏
等

）
41
（

、
重
澤
俊
郎
氏

）
42
（

ら
は
、
王
充
の
頌
漢
論
に
対
し
否
定

的
で
あ
り
、
と
く
に
任
氏
本
は
自
身
の
著
作
の
批
判
性
を
覆
い
隠
す
た
め
の
予

防
策
と
い
う
目
的
を
も
っ
た
漢
へ
の
過
度
な
褒
称
で
あ
る
と
す
る
が

）
43
（

、
そ
れ
は

正
し
く
な
い
。
む
し
ろ
大
久
保
隆
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
王
充
は
一
貫
し

て
体
制
擁
護
の
思
想
家
で
あ
り
、
『
論
衡
』
と
い
う
書
物
は
、
頌
漢
に
収
斂
す

日本儒教学会報 六
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る
も
の
で
あ
る

）
44
（

。
そ
れ
は
、【
資
料
一
五
】
「
漢
家
の
功
徳
、
頗
る
観
見
す
可
し
。

今
上 
命
に
即
き
、
未
だ
褒
載
有
ら
ず
、
論
衡
の
人
、
此
の
為
に
精
を
畢
く
し
、

故
に
斉
世
・
宣
漢
・
恢
国
・
験
符
有
り
（
須
頌
篇
）
」
・
「
是
の
故
に
春
秋
は
漢

の
為
に
法
を
制
し
、
論
衡
は
漢
の
為
に
説
を
平
ら
か
に
す
（
須
頌
篇

）
45
（

）
」
と
い

う
記
述
に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
漢
、
歴
代
の
幾
人
か
の
漢
皇
帝
、
そ
し
て

今
上
章
帝
に
絶
大
な
賛
美
を
加
え
る
こ
と
が
王
充
の
衷
心
か
ら
出
て
い
る
こ
と

は
、
大
久
保
氏
が
主
と
し
て
用
い
た
頌
漢
論
の
記
述
か
ら
だ
け
で
な
く
、
本
稿

で
検
討
し
た
教
化
の
方
法
と
い
う
視
座
か
ら
も
十
分
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
ひ
と
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
「
聖
主
は

ど
の
よ
う
に
教
化
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
「
聖
教
」
に
浴
し

性
を
向
上
さ
せ
る
の
は
五
経
を
学
ぶ
と
い
う
明
確
な
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
聖
主
に
よ
る
教
化
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
比
す
れ
ば
不
明
瞭
と
も
言
え
る
。

し
か
し
月
並
み
に
な
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
聖
主
の
徳
に
よ
る
教
化
に

他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
聖
主
の
教
化
の
事
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

【
資
料
二
〇
】
今
上 

命
に
即
く
や
、
成
を
奉
じ
満
を
持
じ
、
四
海
混
一
、

天
下
定
寧
、
物
瑞 

已
に
極
ま
り
、
人 

斯
の
隆
に
応
ず
。
唐
の
世
は
黎
民 

雍
熙
し
、
今
も
亦
た
天
下 

仁
を
脩
め
、
歳
ご
と
に
運
気
に
遭
ひ
、
穀 
登

ら
ざ
る
頗な

く
、
迥
路
に
絶
道
の
憂

う
れ
ひ

無
く
、
深
幽
に
屯
聚
の
姦
無
し
。
周
家

に
越
常 

白
雉
を
献
じ
、
方い

ま今
の
匈
奴
・
鄯
善
・
哀
牢 

牛
馬
を
貢
献
す
。

周
の
時 

僅
か
に
五
千
里
の
內
を
治
む
る
の
み
な
る
も
、
漢
氏
は
土
を
廓ひ

ろ

め
、
荒
服
の
外
を
収
む
。
牛
馬 

白
雉
よ
り
珍
し
く
、
近
属 

遠
物
に
若
か
ず
。

古
の
戎
狄
、
今
は
中
国
為
り
。
古
の
躶
人
、
今
は
朝
服
を
被
る
。
古
の
露
首
、

今
は
章
甫
を
冠
す
。
古
の
跣
跗
、
今
は
高
舄
を
履
く
。
盤
石
を
以
て
沃
田

と
為
し
、
桀
暴
を
以
て
良
民
と
為
し
、
埳
坷
を
夷
ら
か
に
し
て
平
均
と
為

し
、
不
賓
を
化
し
て
斉
民
と
為
す
、
太
平
に
非
ず
し
て
何
ぞ
（
宣
漢
篇

）
46
（

）
。

　

【
資
料
二
〇
】
は
、
ま
ず
今
上
章
帝
の
治
世
を
褒
め
称
え
、
漢
の
事
績
が
周

の
事
績
に
様
々
な
面
で
劣
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
勝
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
「
盤
石
を
以
て
沃
田
と
為
し
、
桀
暴
を
以
て
良
民

と
為
し
、
埳
坷
を
夷
ら
か
に
し
て
平
均
と
為
し
、
不
賓
を
化
し
て
斉
民
と
為
す
」

と
い
う
の
は
、
聖
主
の
徳
に
よ
る
教
化
の
結
果
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の

証
拠
に
、
【
資
料
二
〇
】
の
後
段
に
あ
た
る
【
資
料
一
九
】
に
、
「
夫
れ
徳
化
を

実
に
す
れ
ば
則
ち
周
も
漢
に
過
ぐ
る
こ
と
能
は
ず
、
符
瑞
を
論
ず
れ
ば
則
ち
漢

は
周
よ
り
盛
ん
に
し
て
、
土
境
を
度
れ
ば
則
ち
周
は
漢
よ
り
狭
く
、
漢 

何
を

以
て
周
に
如
か
ざ
ら
ん
や
（
後
略
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
君
主
に
よ
る
「
徳
化
」

と
い
う
点
に
お
い
て
、
漢
は
周
に
勝
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
五
経
を
学
ぶ
と
い
う
「
聖
教
」
に
よ
る
教
化
の

よ
う
な
具
体
性
は
な
い
も
の
の
、む
し
ろ
王
充
に
お
け
る
「
聖
主
に
よ
る
教
化
」

と
い
う
の
は
、
具
体
的
な
論
理
な
ど
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
聖
主
は
聖
主
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
聖
主
が
君
臨
し
て
い
る
世
界
に
い
る
民
は
、
無
条
件
に

徳
に
よ
る
教
化
を
被
っ
て
善
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
論
理
に
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
「
君
主
（
聖
主
）
に
よ
る
教
化
」

と
い
う
も
の
の
内
実
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
明
確
な
記
述
が
な
い
と
い
え

ば
な
い
が
、
む
し
ろ
そ
れ
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
王
充
の
聖
主
へ
の
崇
拝

と
も
い
う
べ
き
絶
対
的
信
頼
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

五
、
お
わ
り
に

王充の人間観と頌漢論――教化の内容を中心に――
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以
上
本
稿
で
は
、
王
充
の
人
間
観
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
、
王
充

の
人
間
観
に
は
、
性
三
品
説
が
基
底
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
性
三
品
説
に

お
け
る
下
愚
以
外
の
人
間
を
善
に
向
か
わ
せ
る
、
変
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、

五
経
を
学
ぶ
と
い
う
「
聖
教
」
が
上
手
く
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
、
五
経
を
学
び
「
聖
教
」
を
身
に
受
け
る
代
表
と
さ
れ
た
儒
生
は
、
全

否
定
の
対
象
で
は
な
い
も
の
の
、
必
ず
し
も
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
存
在
で
は

な
い
と
い
う
点
に
着
目
し
、
そ
の
原
因
は
儒
生
が
古

い
に
し
えに

拘
泥
し
今い

ま

を
軽
ん
じ
る

態
度
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
「
聖
教
」
以
外
に
も
う
一
つ
当

時
に
君
臨
す
る
君
主
（
聖
主
・
悪
主
）
に
よ
る
教
化
も
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

今い
ま

を
古

い
に
し
えに

よ
り
も
重
視
す
る
王
充
の
態
度
を
鑑
み
、
彼
は
漢
を
聖
世
、
漢
皇
帝

を
聖
主
と
み
て
い
た
が
た
め
に
、
「
聖
教
」
で
は
な
い
教
化
の
あ
り
か
た
を
提

示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
実
際
に
そ
れ
が
『
論
衡
』
の
一

角
を
占
め
る
頌
漢
論
を
み
れ
ば
容
易
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、

「
聖
主
に
よ
る
教
化
」
と
は
、
徳
に
よ
る
教
化
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
思

想
史
的
文
脈
で
い
え
ば
、
孔
子
の
「
聖
教
」
に
よ
る
教
化
の
他
に
、
当
時
に
君

臨
す
る
君
主
の
徳
に
よ
る
教
化
を
想
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
こ
の
点

に
王
充
最
大
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。　

［
附
記
］

　

本
研
究
はJ

S
P
S

科
研
費2

1
K
0
0
0
5
7

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

　注

（
１
）　

本
性
篇
を
中
心
と
し
た
研
究
は
、
主
と
し
て
王
充
の
性
三
品
説
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、
張
岱
年
『
中
国
哲
学
大
綱
』
上
冊
第
二
部

分
「
人
生
論
」
第
二
篇
「
人
性
論
」
第
三
章
「
性
有
善
有
悪
与
三
品
」
（
商
務
印
書

館
、
一
九
五
七
年
／
『
張
岱
年
全
集
』
第
二
巻
、
河
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）・

渡
邉
義
浩
「
九
品
中
正
制
度
と
性
三
品
説
」
（
『
三
国
志
研
究
』
一
、
二
〇
〇
九
年
／

『
西
晋
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）・
池
田
知
久
「
『
論
語
』

公
冶
長
・
陽
貨
・
雍
也
篇
等
に
現
れ
る
性
説
を
読
む

―
漢
唐
間
の
性
三
品
説
と

の
関
わ
り
に
お
い
て

―
」
（
『
斯
文
』
一
三
三
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
を
挙
げ
る
。

（
２
）　

『
論
衡
』
の
底
本
に
は
、『
論
衡
校
釈
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
を
用
い
る
。

文
字
を
訂
正
す
る
場
合
は
、
慣
習
に
従
い
表
記
し
、
字
体
を
簡
便
に
し
て
い
る
場

合
が
あ
る
。

（
３
）　

佐
藤
匡
玄
『
論
衡
の
研
究
』
後
篇
第
二
章
「
性
命
論
」（
創
文
社
、
一
九
八
一
年
）
。

（
４
）　

戸
川
芳
郎
「
王
充
命
定
論
試
探
」
（
『
中
国
の
文
化
と
社
会
』
九
、
一
九
六
二
年
／

『
漢
代
の
学
術
と
文
化
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
・
周
桂
鈿
『
秦
漢
思
想
研
究

（
三
）
虚
実
之
辨

―
王
充
哲
学
的
宗
旨
』
第
四
章
「
性
命
在
本
」
（
人
民
出
版
社
、

一
九
九
四
年
／
福
建
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
。

（
５
）　

山
花
哉
夫
「
王
充
性
命
論
考
」
（
『
漢
意
と
は
何
か

―
大
久
保
隆
郎
教
授
退
官

記
念
論
集
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
。

（
６
）　

森
三
樹
三
郎
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
二
十
四
「
論
衡
」
（
創

文
社
、
一
九
七
一
年
）
。

（
７
）　

な
お
、
王
充
の
性
三
品
説
に
触
れ
て
い
る
研
究
と
し
て
、
吾
妻
重
二
「
道
学
の

聖
人
概
念

―
そ
の
歴
史
的
位
相

―
」
（
『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
五
〇
―
二
、

二
〇
〇
〇
年
／
『
朱
子
学
の
新
研
究
』
二
〇
〇
四
年
、
創
文
社
）
も
あ
る
。
た
だ

し
氏
の
指
摘
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
王
充
の
性
三
品
説
に
触
れ
た
こ

と
と
い
う
よ
り
も
、
後
漢
の
思
想
家
は
聖
人
と
賢
人
に
対
し
て
、
明
確
な
境
界
を

引
い
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
前
、
拙
稿
「
潜
夫
論
に
見

え
る
人
間
観
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
七
一
、
二
〇
一
九
年
）
で
言
及
し
た
（
吾
妻

氏
も
当
該
論
文
の
注
に
『
潜
夫
論
』
の
記
事
を
引
い
て
い
る
）
が
、
後
漢
時
代
の

思
想
を
規
定
す
る
一
つ
の
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
今

回
は
主
題
で
は
な
い
の
で
ひ
と
ま
ず
置
き
、
後
稿
に
て
詳
論
し
た
い
。
な
お
、
笠
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原
祥
士
郎
「
王
充
に
お
け
る
自
然
と
人
間
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
六
二
、
一
九
九
一
年

／
『
王
充
思
想
の
研
究
』
朋
友
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）
も
参
照
。

（
８
）　

鄧
紅
氏
が
言
う
よ
う
に
、
執
筆
の
初
期
や
後
期
の
弁
別
の
根
拠
を
明
示
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
鄧
紅
「
日
本
の
王
充
研
究
論
著
目
録
お
よ
び
内
容
提
要
」

（
『
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
四
三
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（
９
）　

な
お
、
王
充
の
性
を
論
じ
る
場
合
、
多
く
の
先
学
は
性
と
命
、
も
し
く
は
性
と

命
と
気
と
を
合
わ
せ
て
論
じ
る
が
、
本
稿
で
は
性
の
問
題
に
絞
る
。
性
命
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
四
戸
川
氏
論
文
・
前
掲
周
氏
著
書
：
第
四
章
「
性
命
在
本
」

を
参
照
。
性
・
命
・
気
三
者
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
六
森
氏
著
書
：
二
十
四
「
論

衡
」
（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
10
）　

…
…
人
善
因
善
、
悪
亦
因
悪
、
初
稟
天
然
之
姿
、
受
純
壱
之
質
、
故
生
而
兆
見
、

善
悪
可
察
。
無
分
於
善
悪
、
可
推
移
者
、
謂
中
人
也
、
不
善
不
悪
、
須
教
成
者
也
。

…
…
夫
中
人
之
性
、
在
所
習
焉
、
習
善
而
為
善
、
習
悪
而
為
悪
也
。
至
於
極
善
極
悪
、

非
復
在
習
、
故
孔
子
曰
、
惟
上
智
与
下
愚
不
移
。
性
有
善
不
善
、
聖
化
賢
教
、
不

能
復
移
易
也
。

（
11
）　

余
固
以
孟
軻
言
人
性
善
者
、
中
人
以
上
者
也
。
孫
卿
言
人
性
悪
者
、
中
人
以
下

者
也
。
楊
雄
言
人
性
善
悪
混
者
、
中
人
也
。
若
反
経
合
道
、
則
可
以
為
教
。
尽
性

之
理
、
則
未
也
。

（
12
）　

論
人
之
性
、
定
有
善
有
悪
。
其
善
者
、
固
自
善
矣
。
其
悪
者
、
故
可
教
告
率
勉
、

使
之
為
善
。
凡
人
君
父
、
審
観
臣
子
之
性
、
善
則
養
育
勧
率
、
無
令
近
悪
。
（
近
）

悪
則
輔
保
禁
防
、
令
漸
於
善
。
善
漸
於
悪
、
悪
化
於
善
、
成
為
性
行
。

（
13
）　

孔
門
弟
子
七
十
之
徒
、
皆
任
卿
相
之
用
、
被
服
聖
教
、
文
才
雕
琢
、
知
能
十
倍
、

教
訓
之
功
而
漸
漬
之
力
也
。
未
入
孔
子
之
門
時
、
閭
巷
常
庸
無
奇
。
其
尤
甚
不
率
者
、

唯
子
路
也
。
世
称
、
子
路
無
恒
之
庸
人
、
未
入
孔
門
時
、
戴
雞
佩
豚
、
勇
猛
無
礼
。

聞
誦
読
之
声
、
揺
雞
奮
豚
、
揚
脣
吻
之
音
、
聒
賢
聖
之
耳
、
悪
至
甚
矣
。
孔
子
引

而
教
之
、
漸
漬
磨
礪
、（
闔
）
〔
闓
〕
導
牖
進
、
猛
気
消
損
、
驕
節
屈
折
、
卒
能
政
事
、

序
在
四
科
。
斯
蓋
変
性
使
悪
為
善
之
明
効
也
。

（
14
）　

賜
不
受
命
、
而
貨
殖
焉
。
賜
本
不
受
天
之
富
命
、
所
（
加
）
〔
以
〕
貨
財
積
聚
、

為
世
富
人
者
、
得
貨
殖
之
術
也
。
夫
得
其
術
、
雖
不
受
命
、猶
自
益
饒
富
。
性
悪
之
人
、

亦
不
稟
天
善
性
、
得
聖
人
之
教
、
志
行
変
化
。

（
15
）　

故
曰
、
王
良
登
車
、
馬
不
罷
駑
。
尭
・
舜
為
政
、
民
無
狂
愚
。
伝
曰
、
尭
・
舜
之
民
、

可
比
屋
而
封
。
桀
・
紂
之
民
、
可
比
屋
而
誅
。
斯
民
也
、
三
代
所
以
直
道
而
行
也
。

聖
主
之
民
如
彼
、
悪
主
之
民
如
此
、
竟
在
化
不
在
性
也
。

（
16
）　

是
故
叔
孫
通
制
定
礼
儀
、
抜
剣
争
功
之
臣
、
奉
礼
拝
伏
。
初
驕
倨
而
後
遜
順
、〔
聖
〕

教
威
徳
、
変
易
性
也
。
不
患
性
悪
、
患
其
不
服
聖
教
、
自
遇
而
以
生
禍
也
。

（
17
）　

此
言
所
習
善
悪
、
変
易
質
性
也
。
儒
生
之
性
、
非
能
皆
善
也
。
被
服
聖
教
、
日

夜
諷
詠
、
得
聖
人
之
操
矣
。
…
…
性
非
皆
悪
、
所
習
為
者
、
違
聖
教
也
。

（
18
）　

夫
儒
生
之
業
、
五
経
也
。
南
面
為
師
、
旦
夕
講
授
章
句
、
滑
習
義
理
、
究
備
於
五
経
、

可
也
。

（
19
）　

夫
五
経
亦
漢
家
之
所
立
、
儒
生
善
政
、
大
義
皆
出
其
中
。
董
仲
舒
表
春
秋
之
義
、

稽
合
於
律
、
無
乖
異
者
。
然
則
春
秋
、
漢
之
経
、
孔
子
制
作
、
垂
遺
於
漢
。
論
者

徒
尊
法
家
、
不
高
春
秋
、
是
闇
蔽
也
。
春
秋
五
経
、
義
相
関
穿
、
既
是
春
秋
、
不

大
五
経
、
是
不
通
也
。
五
経
以
道
為
務
、
事
不
如
道
、
道
行
事
立
、
無
道
不
成
。

然
則
儒
生
所
学
者
、
道
也
。
文
吏
所
学
者
、
事
也
。

（
20
）　

故
夫
能
説
一
経
者
為
儒
生
、
博
覧
古
今
者
為
通
人
、
采
掇
伝
書
以
上
書
奏
記
者

為
文
人
、
能
精
思
著
文
連
結
篇
章
者
為
鴻
儒
。
故
儒
生
過
俗
人
、
通
人
勝
儒
生
、

文
人
踰
通
人
、
鴻
儒
超
文
人
。
故
夫
鴻
儒
、
所
謂
超
而
又
超
者
也
。　

（
21
）　

儒
者
明
説
一
経
、
習
之
京
師
、
明
如
匡
穉
圭
、
深
如
趙
子
都
、
初
階
甲
乙
之
科
、

遷
転
至
郎
博
士
。
人
謂
経
明
才
高
所
得
、
非
也
（
命
録
篇
）
。

（
22
）　

詳
し
く
は
、
東
晋
次
『
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会
』
第
三
章
「
儒
学
の
普
及
と

知
識
階
層
の
形
成
」
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
、
吉
川
忠
夫
「
党
錮

と
学
問

―
と
く
に
何
休
の
場
合
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
五
―
三
、
一
九
七
六
年
／

『
六
朝
精
神
史
研
究
』
同
朋
舎
出
棺
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

（
23
）　

現
実
問
題
と
し
て
は
、
太
学
出
身
の
官
僚
が
出
世
し
、
世
に
羽
ば
た
い
て
い
た

王充の人間観と頌漢論――教化の内容を中心に――
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ど
う
か
と
い
う
の
は
、
は
な
は
な
だ
怪
し
い
。
た
だ
し
、
現
実
と
し
て
ど
う
だ
っ

た
か
と
い
う
問
題
と
、
王
充
の
目
か
ら
み
た
問
題
は
ズ
レ
る
こ
と
も
当
然
あ
り
え

る
だ
ろ
う
。

（
11
）　

前
掲
注
三
佐
藤
氏
著
書
：
附
篇
第
二
章
「
王
充
に
お
け
る
理
想
的
人
間
像
」
参
照
。

（
11
）　

俗
好
褒
遠
称
古
、
講
瑞
〔
則
〕
上
世
為
美
、
論
治
則
古
王
為
賢
、
暏
奇
於
今
、

終
不
信
然
。
使
尭
・
舜
更
生
、
恐
無
聖
名
。
…
…
唐
・
虞
・
夏
・
殷
同
載
在
二
尺

四
寸
、
儒
者
推
読
、
朝
夕
講
習
、
不
見
漢
書
、
謂
漢
劣
不
若
。
…
…
使
漢
有
弘
文

之
人
、
経
伝
漢
事
、
則
尚
書
・
春
秋
也
。
儒
者
宗
之
、
学
者
習
之
、
将
襲
旧
六
為
七
、

今
上
上
（
王
）
至
高
祖
、
皆
為
聖
帝
矣
。
観
杜
撫
・
固
等
所
上
漢
頌
、
頌
功
徳
符
瑞
、

汪
濊
深
広
、
滂
沛
無
量
、
踰
唐
・
虞
、
入
皇
域
。

（
11
）　

（
又
）
〔
夫
〕
詩
頌
（
国
）
〔
周
〕
名
周
頌
、
与
杜
撫
・
〔
班
〕
固
所
上
漢
頌
、
相

依
類
也
（
須
頌
篇
）
。

（
11
）　

夫
儒
生
不
覧
古
今
、
（
何
）
〔
所
〕
知
（
一
永
）
不
過
守
信
経
文
、
滑
習
章
句
、

解
剝
互
錯
、
分
明
乖
異
（
謝
短
篇
）
。

（
11
）　

殷
・
周
以
前
、
頗
載
六
経
、
儒
生
所
（
不
）
能
説
也
。
秦
・
漢
之
事
、
儒
生
不
見
、

力
劣
不
能
覧
也
。
周
監
二
代
、
漢
監
周
・
秦
。
周
・
秦
以
来
、
儒
生
不
知
、
漢
欲
観
覧
、

儒
生
無
力
（
效
力
篇
）
。

（
11
）　

な
お
、
こ
の
資
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
王
充
に
お
け
る
古
・
今
は
、
古
文
・

今
文
を
指
す
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
井
ノ
口
哲
也
『
後
漢
経
学
研
究

序
説
』
第
二
章
「
経
学
の
伝
授
」
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
11
）　

通
人
積
文
、
十
篋
以
上
、
聖
人
之
言
、
賢
者
之
語
、
上
自
黄
帝
、
下
至
秦
・
漢
、

治
国
肥
家
之
術
、
剌
世
譏
俗
之
言
、
備
矣
。

（
1（
）　

夫
通
人
猶
富
人
、
不
通
者
猶
貧
人
也
。
俱
以
七
尺
為
形
、
通
人
胸
中
懐
百
家
之
言
、

不
通
者
空
腹
無
一
牒
之
誦
、
貧
人
之
内
。

（
11
）　

語
増
篇
に
、
「
高
祖
襲
秦
、
二
世
之
悪
、
隆
盛
於
紂
、
天
下
畔
秦
、
宜
多
於
殷
。

案
高
祖
伐
秦
、
還
破
項
羽
、
戦
場
流
血
、
暴
尸
万
数
、
失
軍
亡
眾
、
幾
死
一
再
、

然
後
得
天
下
」
・
「
周
之
取
殷
、
与
漢
・
秦
一
実
也
」
と
あ
る
。

（
11
）　

舩
車
載
人
、
孰
与
其
徒
多
也
。
素
車
朴
舩
、
孰
与
加
漆
采
画
也
。
然
則
鴻
筆
之
人
、

国
之
舩
車
、
采
画
也
。
農
無
疆
夫
、
穀
粟
不
登
。
国
無
彊
文
、
徳
闇
不
彰
。
漢
徳
不
休
、

乱
在
百
代
之
間
、
彊
筆
之
儒
不
著
載
也
。
高
祖
以
来
、
著
書
非
不
講
論
漢
。
司
馬

長
卿
為
封
禅
書
、
文
約
不
具
。
司
馬
子
長
紀
黄
帝
以
至
孝
武
、
楊
子
雲
録
宣
帝
以

至
哀
・
平
、
陳
平
仲
紀
光
武
、
班
孟
堅
頌
孝
明
。
漢
家
功
徳
、
頗
可
観
見
。
今
上

即
命
、
未
有
褒
載
、
論
衡
之
人
、
為
此
畢
精
、
故
有
斉
世
・
宣
漢
・
恢
国
・
験
符
。

（
11
）　

『
史
通
』
外
篇 

巻
十
二
に
、
「
其
後
劉
向
・
向
子
歆
及
諸
好
事
者
、
若
馮
商
・
衛

衡
・
揚
雄
・
史
岑
・
梁
審
・
肆
仁
・
晉
馮
・
段
肅
・
金
丹
・
馮
衍
・
韋
融
・
蕭
奮
・

劉
恂
等
相
次
撰
續
、
迄
於
哀
・
平
間
。
猶
名
史
記
」
と
あ
る
。

（
11
）　

儒
者
称
、
五
帝
・
三
王
致
天
下
太
平
、
漢
興
已
来
、
未
有
太
平
。
彼
謂
五
帝
・

三
王
致
太
平
、
漢
未
有
太
平
者
、
見
五
帝
・
三
王
聖
人
也
、
聖
人
之
徳
、
能
致
太
平
。

謂
漢
不
太
平
者
、
漢
無
聖
帝
也
、
賢
者
之
化
、
不
能
太
平
。
又
見
孔
子
言
、
鳳
鳥
不
至
、

河
不
出
図
、
吾
已
矣
夫
。
方
今
無
鳳
鳥
・
河
図
、
瑞
頗
未
至
悉
具
、
故
謂
未
太
平
。

此
言
妄
也
。

（
11
）　

…
…
曰
、
夫
帝
王
瑞
応
、
前
後
不
同
、
雖
無
物
瑞
、
百
姓
寧
集
、
風
気
調
和
、

是
亦
瑞
也
。
何
以
明
之
。
帝
王
治
平
、
升
封
太
山
、
告
安
也
。
秦
始
皇
升
封
太
山
、

遭
雷
雨
之
変
、
治
未
平
、
気
未
和
。
光
武
皇
帝
升
封
、
天
晏
然
無
雲
、
太
平
之
応

也
、
治
平
気
応
。
光
武
之
時
、
気
和
人
安
、
物
瑞
等
至
。
人
気
已
験
、
論
者
猶
疑
。

孝
宣
皇
帝
元
康
二
年
、
鳳
皇
集
於
太
山
、
後
又
集
于
新
平
。
四
年
、
神
雀
集
於
長

楽
宮
、
或
集
于
上
林
、
九
真
献
麟
。
神
雀
二
年
、
鳳
皇
・
甘
露
降
集
京
師
。
四
年
、

鳳
皇
下
杜
陵
及
上
林
。
五
鳳
三
年
、
帝
祭
南
郊
、
神
光
並
見
、
或
興
（
子
）
〔
于
〕
谷
、

燭
燿
斎
宮
、
十
有
余
（
日
）
〔
刻
〕
。
明
年
、
祭
后
土
、
霊
光
復
至
、
至
如
南
郊
之
時
。

甘
霊
・
神
雀
降
集
延
寿
万
歳
宮
。
其
年
三
月
、
鸞
鳳
集
長
楽
宮
東
門
中
樹
上
。
甘

露
元
年
、
黄
竜
至
、
見
于
新
豊
、
醴
泉
滂
流
。
彼
鳳
皇
雖
五
六
至
、
或
時
一
鳥
而

数
来
、
或
時
異
鳥
而
各
至
、
麒
麟
・
神
雀
・
黄
竜
・
鸞
鳥
・
甘
露
・
醴
泉
、
祭
后

土
天
地
之
時
、
神
光
霊
耀
、
可
謂
繁
盛
累
積
矣
。
孝
明
時
雖
無
鳳
皇
、
亦
致
〔
麒
〕

麟
・
甘
露
・
醴
泉
・
神
雀
・
白
雉
・
紫
芝
・
嘉
禾
、
金
出
鼎
見
、
離
木
復
合
。
五
帝
・
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三
王
、
経
伝
所
載
瑞
応
、
莫
盛
孝
明
。
如
以
瑞
応
効
太
平
、
宣
・
明
之
年
、
倍
五
帝
・

三
王
也
。
夫
如
是
、
孝
宣
・
孝
明
可
謂
太
平
矣
。

（
37
）　

能
致
太
平
者
、
聖
人
也
。
世
儒
何
以
謂
世
未
有
聖
人
。
天
之
稟
気
、
豈
為
前
世
者
渥
、

後
世
者
泊
哉
。
周
有
三
聖
、
文
王
・
武
王
・
周
公
並
時
猥
出
。
漢
亦
一
代
也
、
何

以
当
少
於
周
。
周
之
聖
王
、
何
以
当
多
於
漢
。
漢
之
高
祖
・
光
武
、
周
之
文
・
武

也
。
文
帝
・
武
帝
・
宣
帝
・
孝
明
・
今
上
過
周
之
成
・
康
・
宣
王
。
非
以
身
生
漢
世
、

可
褒
増
頌
歎
、
以
求
媚
称
也
。
核
事
理
之
情
、
定
説
者
之
実
也
。

（
38
）　

宣
漢
之
篇
、
論
漢
已
有
聖
帝
、
治
已
太
平
。

（
39
）　

夫
実
徳
化
則
周
不
能
過
漢
、
論
符
瑞
則
漢
盛
於
周
、
度
土
境
則
周
狭
於
漢
、
漢

何
以
不
如
周
。
独
謂
周
多
聖
人
、
治
致
太
平
。
儒
者
称
聖
泰
隆
、
使
聖
卓
而
無
跡
、

称
治
亦
泰
盛
、
使
太
平
絶
而
無
続
也
。

（
40
）　

井
ノ
口
哲
也
「
王
充
の
聖
人
観
」
（
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
（
哲
学
）
』
六
〇
、　

二
〇
一
八
年
）
。

（
41
）　

侯
外
廬
等
『
中
国
思
想
通
史
（
第
二
巻
）
』
第
八
章
「
王
充
的
無
神
論
和
唯
物
主
義
」

（
人
民
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）
。

（
42
）　

重
澤
俊
郎
『
漢
代
に
お
け
る
批
判
哲
学
の
成
立
』
（
大
東
文
化
研
究
所
、

一
九
五
七
年
）
。

（
43
）　

任
継
愈
主
編
『
中
国
哲
学
発
展
史
（
秦
漢
）
』「
王
充
的
批
判
哲
学
」（
人
民
出
版
社
、

一
九
八
五
年
）
。

（
44
）　

大
久
保
隆
郎
『
王
充
思
想
の
諸
相
』
第
十
一
章
「
王
充
の
頌
漢
論
（
一
）
」
・
第

十
二
章
「
王
充
の
頌
漢
論
（
二
）
」
（
『
福
島
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
部
門
（
人
文

科
学
）
』
五
四
、
一
九
九
三
年
・『
栗
原
圭
介
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
学
論
集
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
五
年
／
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
。
な
お
、
頌
漢
論
に
関
す
る
研
究
整
理

及
び
大
久
保
氏
の
見
解
を
継
承
し
た
頌
漢
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
七
笠
原
氏
著

書
：
第
九
章
「
王
充
に
お
け
る
儒
家
と
王
朝
」
も
参
照
。

（
45
）　

是
故
春
秋
為
漢
制
法
、
論
衡
為
漢
平
説
。

（
46
）　

今
上
即
命
、
奉
成
持
満
、
四
海
混
一
、
天
下
定
寧
、
物
瑞
已
極
、
人
応
（
訂
）

〔
斯
〕
隆
。
唐
世
黎
民
雍
熙
、
今
亦
天
下
脩
仁
、
歳
遭
運
気
、
穀
頗
不
登
、
迥
路
無

絶
道
之
憂
、
深
幽
無
屯
聚
之
姦
。
周
家
越
常
献
白
雉
、
方
今
匈
奴
・
鄯
善
・
哀
牢

貢
献
牛
馬
。
周
時
僅
治
五
千
里
內
、
漢
氏
廓
土
、
収
荒
服
之
外
。
牛
馬
珍
於
白
雉
、

近
属
不
若
遠
物
。
古
之
戎
狄
、
今
為
中
国
。
古
之
躶
人
、
今
被
朝
服
。
古
之
露
首
、

今
冠
章
甫
。
古
之
跣
跗
、
今
履
（
商
）〔
高
〕
舄
。
以
盤
石
為
沃
田
、
以
桀
暴
為
良
民
、

夷
埳
坷
為
平
均
、
化
不
賓
為
斉
民
、
非
太
平
而
何
。
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